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１章 計画策定にあたって

１ 計画の背景と趣旨

我が国は国民皆保険制度のもと、高水準の医療保険制度を実現し、国民の平均寿命は世界

有数となっています。

しかしながら、高齢化の急速な進展と不適切な生活習慣が起因となる生活習慣病が増加し、

死亡の原因の約６割を生活習慣病が占め、また、医療費に占める割合も国民医療費の約３分

の１を占めることから、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくためにも、

生活習慣病への対策が求められています。

このような状況から、平成20年４月から「高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57

年法律第80号）」に基づき、被保険者に対する糖尿病等の生活習慣病を予防するための特定

健康診査及び特定保健指導の実施が義務づけられました。

久御山町においても、平成20年３月に、特定健康診査及び特定保健指導の実施方法や目

標に関する基本事項について定めた「久御山町特定健診等実施計画第１期計画（平成20年

度～平成24年度）を策定し、以降第２期計画（平成25年度～平成29年度）を平成25年

３月に策定し、計画的に事業を実施してきたところです。

本計画は、第２期における特定健康診査及び特定保健指導の実施結果等を踏まえ、計画の

見直しを行い、新たに平成30年度から平成35年度までの「久御山町国民健康保険第３期

特定健康診査等実施計画」を策定するものです。

２ 特定健康診査・特定保健指導の対象となる生活習慣病

特定健康診査・特定保健指導の対象となる生活習慣病は、内臓脂肪症候群（以下「メタボ

リックシンドローム」とする。）と深く関係しています。

これは内臓脂肪型肥満が、高血糖、脂質異常、高血圧を引き起こす共通の病態であり、そ

れが重複した場合、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高くなります。したがって、

内臓脂肪を減少させることで、それらの発症リスクの低減が図れるという考え方によります。

３ 計画の性格と位置づけ

本計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）」第18条に規定

する特定健康診査等基本指針に基づき、久御山町国民健康保険が策定する計画であり、「健康

くみやま21」との整合性を図ります。
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４ 計画の期間

第１期及び第２期の計画期間は５年を一期としていましたが、医療費適正化計画が６年を

一期に見直されたことを踏まえ、第３期計画からは６年を一期とします。

そのため、計画の期間は、平成30年度から平成35年度までの6年間とし、必要に応じ

て見直しを行います。

５ 特定健康診査及び特定保健指導の意義

生活習慣病は、生活習慣の改善によって予防することが可能とされ、早期発見・早期治療

により発症や重症化を防げることから、医療保険者においては、具体的な方策として、特定

健康診査及び特定保健指導を柱としながら、被保険者の特性を踏まえた保険運営を行い、あ

らゆる資源を活用して被保険者に対する効果的な保険事業を展開していくことが求められて

います。

■特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方
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第２章 久御山町国民健康保険の現状

１ 久御山町の人口と国民健康保険加入者の状況

（１）人口の推移（各年度４月1日現在）

平成29年度の人口は16,157人と平成25年度の16,571人と比較して、減少しており、

40歳未満においても平成27年度に増加したものの、その後減少傾向にあります。65歳

以上の人口は年々増加しています。

■人口の推計

※久御山町年齢別住民区分集計

（２）国民健康保険加入者の推移（各年度４月1日現在）

平成29年度の40歳以上の国保加入者数は4,593人で、平成25年度と比較すると減

少しており、特に、64歳以下の国保加入者の減少は顕著です。また、65歳～74歳の加

入者は平成28年度までは増加していましたが、平成29年度は若干減少しています。

■国民健康保険加入者の推移

※久御山町国民健康保険 年齢別被保険者数一覧表
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２ 医療費の状況

（１）医療費の推移〔歯科医療費を除く〕

平成28年度の久御山町国保の外来及び入院の医療費は約15億円で、平成25年度と比べる

と5.4ポイント増加しており、年々増加傾向にあります。

■入院医療費と外来医療費 （円）

※ＫＤＢ 疾病別医療費分析 大分類

（２）加入者一人あたりの医療費〔歯科医療費を除く〕

加入者一人あたりの医療費は、平成25年度から平成28年度全ての年度において京都府や全

国と比較して高く、年々増加傾向にあります。

■加入者一人あたり医療費〔各年度の月平均値〕 （円）

※ＫＤＢ 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

入院 630,668,010 619,344,560 656,039,370 698,279,860 

外来 806,635,530 824,492,940 866,912,440 815,944,550 

計 1,437,303,540 1,443,837,500 1,522,951,810 1,514,224,410 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

久御山町 23,755 23,918 25,866 26,886

京都府 22,891 23,509 25,041 24,740

全国 22,383 22,922 24,295 24,245
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（３）入院及び外来医療費総額における上位10疾患〔平成28年度〕

入院及び外来医療費に占める割合を疾患別で比較すると、上位３位は、慢性腎不全（透析あ

り）(10.1%）、糖尿病（4.7%）、高血圧症（4.0%）となっています。特に慢性腎不全（透析

あり）については、京都府や全国と比較しても、総医療費に占める割合が高くなっています。

上位10疾患の医療費は、総医療費の約38.4％を占めています。

(円）

※ＫＤＢ 疾病別医療費分析（細小(82)分類）

久御山町 京都府 国

1 慢性腎不全（透析あり） 27,401,170 129,960,130 157,361,300 10.1% 5.3% 5.4%

2 糖尿病 9,245,770 64,142,200 73,387,970 4.7% 5.1% 5.5%

3 高血圧症 4,685,260 58,140,080 62,825,340 4.0% 4.4% 4.8%

4 肺がん 21,661,520 31,996,290 53,657,810 3.5% 2.4% 2.0%

5 狭心症 39,228,300 9,327,180 48,555,480 3.1% 2.0% 1.7%

6 不整脈 29,788,090 16,119,410 45,907,500 3.0% 2.2% 2.1%

7 関節疾患 12,377,770 31,802,570 44,180,340 2.8% 4.0% 3.5%

8 脳梗塞 26,844,330 5,282,740 32,127,070 2.1% 1.3% 1.2%

9 うつ病 12,291,790 19,419,790 31,711,580 2.0% 2.0% 2.4%

10 脂質異常症 184,280 31,393,780 31,578,060 2.0% 3.1% 2.9%

医療費に占める割合
順位 疾患名 入院 外来 合計
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３ 生活習慣病の状況

（１）生活習慣病医療費の推移

生活習慣病の医療費総額は、平成28年度は約2.7億円で、総医療費に占める割合は17.9％

でした。生活習慣病医療費に占める割合に大きな変化はありません。

■生活習慣病における入院医療費と外来医療費〔※がんを除く〕 (円）

※ＫＤＢ 医療費分析（１）細小分類

（２）生活習慣病医療費の内訳

生活習慣病にかかる医療費の上位９位を見てみると、平成25年度から平成27年度ま

では高血圧症が第１位となっていましたが、年々減少しています。糖尿病は平成25年度

から平成27年度までは第２位でしたが年々増加し、平成28年度には第１位となってい

ます。

■生活習慣病医療費の内訳

※ＫＤＢ 疾病別医療費分析 生活習慣病

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

入院 88,804,140 78,421,930 82,446,790 101,862,800

外来 184,562,100 180,935,280 184,578,220 168,957,210

合計 273,366,240 259,357,210 267,025,010 270,820,010
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（３）生活習慣病医療費の年齢別内訳〔平成28年度〕

生活習慣病の医療費の内訳について、性・年齢別で比較すると、男性では65歳以上で

医療費が大きく伸びており、糖尿病、狭心症、高血圧症が高い割合を占めています。また、

70歳以上では脳梗塞の割合も高くなっています。

女性についても比較すると、男性と同様に65歳以上で医療費が大きく伸びており、糖

尿病、高血圧症、狭心症、脳出血が高い割合を占めています。

■生活習慣病の年齢別内訳〔男性〕 （円）

年齢区分

疾患名

糖尿病 1,458,440 862,510 666,390 2,446,550 5,611,140 16,843,140 15,053,310 42,941,480

高血圧症 301,120 869,250 382,210 768,920 3,213,620 16,026,590 11,768,690 33,330,400

脂質異常症 59,750 235,680 652,570 561,510 1,990,970 4,426,640 4,559,560 12,486,680

高尿酸血症 77,570 0 0 156,580 59,350 143,050 282,110 718,660

脂肪肝 119,810 22,820 75,740 0 78,980 293,500 120,920 711,770

動脈硬化症 0 0 194,820 0 634,880 2,091,060 260,360 3,181,120

脳出血 0 0 0 0 1,041,990 1,970,050 1,287,490 4,299,530

脳梗塞 0 0 8,060 766,410 87,720 2,817,040 10,256,960 13,936,190

狭心症 69,830 0 106,090 1,120,920 1,617,750 19,154,110 11,736,680 33,805,380

心筋梗塞 3,311,540 0 0 0 0 0 40,120 3,351,660

合計 5,398,060 1,990,260 2,085,880 5,820,890 14,336,400 63,765,180 55,366,200 148,762,870

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 合計
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■生活習慣病の年齢別内訳〔女性〕 （円）

※ＫＤＢ 疾病別医療費分析（生活習慣病）

年齢区分

疾患名

糖尿病 0 1,183,610 493,550 162,370 3,353,710 11,584,760 11,228,000 28,006,000

高血圧症 160,740 754,750 894,430 1,259,110 3,770,750 11,103,360 11,356,830 29,299,970

脂質異常症 174,490 231,310 84,490 777,820 2,469,900 9,520,390 5,631,440 18,889,840

高尿酸血症 0 0 0 0 0 0 0 0

脂肪肝 13,910 0 0 11,160 29,550 367,470 102,770 524,860

動脈硬化症 0 0 0 0 0 103,140 277,790 380,930

脳出血 0 0 0 0 76,440 9,788,820 1,049,480 10,914,740

脳梗塞 0 7,733,080 0 0 91,750 4,634,910 5,731,140 18,190,880

狭心症 0 10,720 0 0 3,623,200 6,250,410 4,729,760 14,614,090

心筋梗塞 0 300 0 0 0 1,995,210 0 1,995,510

合計 349,140 9,913,770 1,472,470 2,210,460 13,415,300 55,348,470 40,107,210 122,816,820

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 合計
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４ 特定健康診査の実施状況

（１）特定健診受診者数及び受診率の推移

特定健診の対象者は、40歳から74歳までの国民健康保険加入者です。

（※対象者は、特定健診実施年度中に40～74歳となる者（実施年度中に75歳になる75歳未満の者も含む）

でかつ当該実施年度の年間を通じて加入している者。なお、妊産婦や長期入院等は対象者から除く）

■健診受診者数と受診率

※特定健診・特定保健指導実施結果法定報告

（２）特定健診受診率の比較

受診率は全国的に年々増加傾向にあります。本町では、平成27年度から健診に要する

自己負担金を無料としたことなどにより平成27年度の受診者数が増加しました。しかし、

翌年度の健診では、各イベントにおいてチラシ等による啓発に努めましたが、受診率は43.7％

であり、前年度と比較すると2.8ポイントの減少となりました。

■男性受診率の比較 ※京都府、全国は各市町村国保の平均値

■女性受診率の比較

※特定健診・特定保健指導実施結果法定報告

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

対象者数 3,227人 3,297人 3,280人 3,170人

受診者数 1,362人 1,378人 1,525人 1,384人

受診率 42.2% 41.8% 46.5% 43.7%

第２期計画目標値 42.0% 46.5% 51.0% 55.5%
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（３）年代別の受診状況

健診受診率を男女別に比較すると、女性に比べて男性の方が健診受診率が低くなってい

ます。また、40歳代が最も健診受診率が低く、最も高い70歳代と平成28年度の受診率

を比較すると、男性は35.1ポイント、女性は34.1ポイント低い状況です。

■男性の特定健診受診率の推移

■女性の特定健診受診率の推移

※特定健診等データ管理システム
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（４）健診受診者と未受診者の医療費の比較〔平成28年度〕

健診受診者と未受診者の医療費を比較すると、平成28年度一人あたりの年間平均医療

費は健診受診者で29,760円、健診未受診者は56,050円と約1.9倍となっています。

（※この比較の一人あたり医療費は、全被保険者でなく、入院や外来を受診した人数で割っているので、他項

目の分析結果との見え方が異なります。）

■健診受診者と未受診者の医療費の比較

※ＫＤＢ 地域の全体像の把握
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５ 特定保健指導の実施状況

（１）特定保健指導の実施者数及び実施率の推移

本町は、京都府平均や全国平均よりも高い実施率を維持しており、平成25年度には計

画目標を達成できました。しかし、以降は減少傾向にあり、目標から遠のいている状況で

す。

性別でみると、京都府や全国では、女性よりも男性の利用が少ないですが、久御山町で

は平成28年度を除いては、男性の利用が多い状況です。

■特定保健指導実施者数及び実施率

※特定健診・特定保健指導実施結果法定報告

（２）男女別特定保健指導の実施率

保健指導の実施率は、京都府や全国と比較して高い状況です。また男女別に比較すると、特

定健診受診率とは逆に、女性に比べて男性の方が高くなっています。

■男性の特定保健指導実施率の推移 ※京都府、全国は各市町村国保の平均値

■女性の特定保健指導実施率の推移

※特定健診・特定保健指導実施結果法定報告

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

対象者数 147人 154人 157人 156人

実施者数 51人 39人 60人 59人

実施率 34.7% 25.3% 38.2% 37.8%

第２期計画目標値 32.0% 39.0% 46.0% 53.0%
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６ 特定健康診査結果から見えるリスク者の状況

（１）メタボリックシンドローム該当者の割合比較

メタボリックシンドローム該当者の割合は、全国的に見ても女性より男性の方が高くなって

います。特に本町は男女ともメタボリックシンドローム該当者は、京都府や全国と比較しても

高くなっています。

■男性メタボ該当者の割合比較 ■女性メタボ該当者の割合比較

※ＫＤＢ 地域の全体像の把握

（２）メタボリックシンドローム予備群の割合比較

メタボリックシンドローム予備群の割合についても全国的に見て、女性よりも男性の方が高

い割合になっています。男性については、平成26年度は京都府や全国と比較すると少し高く

なっていますが、それ以外の年度は低い状況です。また、女性については平成27年度以外は

高くなっています。

■男性メタボ予備群該当者の割合比較 ■女性メタボ予備群該当者の割合比較

※ＫＤＢ 地域の全体像の把握
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（３）健診有所見者の状況〔平成28年度〕

健診有所見者の割合はHbＡ1cと収縮期血圧が全国的に高くなっていますが、特に本町では

京都府や全国と比較しても高い状況にあります。

また、本町の男女別で比較すると、HbＡ1c以外の項目において女性より男性の方が高くなっ

ています。

■男性健診有所見者の割合

■女性健診有所見者の割合

※ＫＤＢ健診有所見者状況
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（４）肥満者のうち服薬中のため保健指導の対象外、非肥満者のため保健指導対象外となる

人の分布〔平成28年度〕

平成28年度の特定健康診査受診者について、血糖・血圧・脂質の各リスクを持つ人の状況

について調べました。

特定健康診査受診者のうち、1,156人（83.6％）が血糖・血圧・脂質の各リスクをもってい

ることが分かりました。

肥満者（腹囲等のリスクあり）の中で、血糖・血圧・脂質のいずれかのリスクが特定保健指

導レベル以上の人が497人（35.9％）いました。そのうち、339人（24.5％）は糖尿病・高

血圧症・脂質異常症の治療のため服薬中で、肥満であっても特定保健指導対象外となっていま

す。

非肥満者（腹囲等のリスクなし）の中で、血糖・血圧・脂質のいずれかのリスクが特定保健

指導レベル以上の人が、659人（47.7％）いますが、肥満でないため特定保健指導対象外とな

ります。そのうち、服薬（医療機関を受診）しておらず、更にいずれかのリスクが受診勧奨レ

ベル以上に達している人は、177人（12.8％）いました。

■特定健康診査結果から見えるリスク者の状況

◆上記のほかに、腹囲等のみリスクありの人は36人、血糖・血圧・脂質・腹囲等にリスク

なしの人は、191人（13.8％）います。また、健診未受診者は1,788人（56.4％）います。

※ＫＤＢ 健診ツリー図

血

糖

血

圧

脂

質

保健指導

レベル

受診勧奨

レベル

保健指導

レベル

受診勧奨

レベル

保健指導

レベル

受診勧奨

レベル

保健指導

レベル

受診勧奨

レベル

○ ○ ○ 31 109 2 23 21 61 0 13

○ ○ 16 25 5 24 15 36 11 44

○ ○ 6 6 2 13 11 9 11 4

○ ○ 31 54 4 16 39 32 7 14

○ 0 1 10 8 1 10 47 23

○ 19 28 7 27 42 40 43 63

○ 10 3 4 13 24 6 16 16

113 226 34 124 153 194 135 177

健診受診者 腹囲等のリスクあり 腹囲等のリスクなし

1,383人

（43.6％）
533人（38.5％） 850人（61.5％）

リスク有無 服薬あり 服薬なし 服薬あり 服薬なし

小計

合計 339人(24.5％） 158人（11.4％） 347人（25.1％） 312人（22.6％）

服薬中のため対象外 特定保健指導対象 非肥満のため対象外
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７ これまでにおける健康課題

（１）医療費と生活習慣病

本町の国民健康保険加入者数は年々減少していますが、加入者一人あたりの医療費は年々増

加しています。医療費が高くなる要因には、診療内容や医療の高度化のほか、受診のしやすさ

など様々な要因が考えられます。

入院及び外来における医療費では、慢性腎不全（透析あり）が第１位を占め、特に京都

府や全国と比較しても高くなっています。生活習慣病によって引き起こされると言われて

いる糖尿病や高血圧症、脂質異常症が上位に入っており、これらの疾患については、生活

習慣の改善によって予防を促す必要があります。また、糖尿病性腎症重症化等によってリ

スクが高まる慢性腎不全や人工透析については医療費が高額になる傾向があります。特定

健診診査を受診され、特定保健指導の対象となる人に対して、早期に保健指導を実施し、

支援することにより重症化を予防することが重要であると考えられます。

（２）特定健康診査

特定健康診査の受診率は年々上昇しており、京都府や全国と比較して高い状況ではあり

ますが、目標値は達成できませんでした。

健診結果では、京都府や全国と同様HbA1c、収縮期血圧の値が高く、特に男性は女性と

比較してメタボリックシンドローム該当者が高い状況となっています。

メタボリックシンドロームは内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、高血圧、脂

質異常を呈する病態で、それぞれが重複した場合は、脳血管疾患や虚血性心疾患等の発症

リスクが高くなります。

よって、内臓脂肪を減少させることで、それらの発症リスクの低減が図られることや健

診受診者より未受診者の医療費が高いことから、日頃の生活習慣を見直す機会である健診

を受診していただくよう、引き続き対策を講じていく必要があります。

また、若い世代の受診率を上げるよう重点的な取り組みを行うとともに、健診対象者が

正しい健康知識や健診意義を理解し、健康に対する意識を高められるよう対象者に直接働

きかけるなど周知方法を検討する必要があります。

（３）特定保健指導

特定保健指導の実施率は、京都府や全国と比較して高くなっていますが、目標値にはま

だまだ届かない状況です。特定保健指導の実施率向上のため、継続して特定保健指導の啓

発や未実施者への実施勧奨を行うとともに、時間的に余裕のない年代の人でも特定保健指

導を受けやすくするため特定保健指導の外部委託機関と連携を図ります。

また、特定保健指導の対象外となっている人の中にも、血糖・血圧・脂質の各リスクを

もつ受診者が多いことから、特定保健指導対象外の人にも重症化を防ぐための保健指導が

必要であります。
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第３章 計画の目標

１ 目標値の考え方

達成しようとする目標は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第19条第２項第２号に基

づき、「特定健診実施率（受診率）」「特定保健指導実施率」「特定保健指導対象者の減少」に

係る計画最終年度の目標値を設定するとともに、それらを達成するための各年度の目標値を

設定します。

■保険者の特定健康診査・特定保健指導等の目標値

２ 久御山町の目標値の設定（平成 30年度から平成 35年度目標値）

特定健診も受診率は、平成 28年度法定報告値で 43.7％となっています。そのため、平成
35年度の目標値については、市町村国保の目標値である 60％を達成できるよう設定します。
特定保健指導の実施率は、平成 28年度法定報告値で 37.8％となっています。そのため、
第３期計画では、指導の内容や周知の方法を更に検討し、多くの参加者を見込めように取り

組んでいきます。

国の特定保健指導対象者の減少率の目標値は、平成 20年度と比較して、平成 35年度まで
に 25％減少することとなっています。

■特定健診・特定保健指導の目標値

保険者種別 全国目標
市町村

国保
国保組合

全国健康

保険協会
単一健保 総合健保 共済組合

特定健診の

実施率

（受診率）

70％ 60％ 70％ 65％ 90％ 85％ 90％

特定保健指導の

実施率
45％ 60％ 30％ 35％ 55％ 30％ 45％

特定保健指導 対

象者の減少率
25％以上の減少（H20年度比）

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

特定健診実施率

（受診率）
46.0％ 48.0％ 51.0％ 54.0％ 57.0％ 60.0％

特定保健指導実施率 40.0％ 43.0％ 46.0％ 50.0％ 55.0％ 60.0％
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３ 対象者数の見込み

（１）特定健診対象者数と受診者数の推計

第３期計画の特定健康診査実施者数・受診率を以下のとおり推計します。国の示す参酌

標準を目標に平成 35年度の受診率 60％を目指します。

■特定健診対象者数と受診者数の見込

（２）特定保健指導対象者数と実施者数の推計

※65～74歳の人は、積極的支援に該当していても動機づけ支援となります。

①特定保健指導の対象者数

②特定保健指導の実施者数

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

40～64歳
対象者数 1,220人 1,115人 1,019人 932人 851人 778人

受診者数 561人 535人 520人 503人 485人 467人

65～74歳
対象者数 2,053人 2,104人 2,157人 2,211人 2,266人 2,323人

受診者数 945人 1,011人 1,100人 1,195人 1,292人 1,394人

合計
対象者数 3,273人 3,219人 3,176人 3,142人 3,118人 3,101人

受診者数 1,506人 1,546人 1,620人 1,698人 1,777人 1,861人

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

40～64歳
動機づけ 46人 44人 43人 42人 40人 39人

積極的 15人 14人 14人 13人 13人 12人

65～74歳 動機づけ 78人 84人 91人 99人 107人 115人

合計
動機づけ 124人 128人 134人 141人 147人 154人

積極的 15人 14人 14人 13人 13人 12人

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

40～64歳
動機づけ 19人 19人 20人 21人 22人 23人

積極的 ６人 ６人 ６人 ７人 ７人 ７人

65～74歳 動機づけ 31人 36人 43人 49人 59人 70人

合計
動機づけ 50人 55人 63人 70人 81人 93人

積極的 ６人 ６人 ６人 ７人 ７人 ７人
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第４章 特定健康診査・特定保健指導の実施

１ 特定健康診査の実施

（１）対象者

本町国民健康保険に加入している 40歳から 74歳の被保険者を対象者とします。

（２）実施機関

・宇治久世医師会に属する特定健康診査協力医療機関

・大橋辺在住の対象者は、宇治久世医師会に属する特定健康診査協力医療機関に加え淀地域

の特定健康診査協力医療機関でも受診可

・藤和田・北川顔在住の対象者は、宇治久世医師会に属する特定健康診査協力医療機関に加

え、町の指定する特定健康診査協力医療機関でも受診可

（３）実施時期

・6月～10月

（４）案内方法

・住民カレンダーへの日程掲載、折込ちらしの全戸配布

・特定健康診査対象者への個別通知（６月）

・協力医療機関、公共施設等へのポスター掲示

なお、未受診者に対しては、効果のあったものに関して従来通り取り組むとともに、対象

者のニーズ把握に努めながら、新たな対策を講じていきます。

（５）健診委託単価、自己負担額

宇治久世医師会と久御山町・宇治市・城陽市が診療報酬改定の年度に協議し、決定します。

淀地域等、町の指定する特定健康診査協力医療機関はこれに準じます。

健診受診時窓口で支払う自己負担額は、無料とします。

（６）健診受診券

受診者の利便性に配慮し、事前の受診券は不要とします。

（７）健診項目

健診項目は、原則として「標準的な健診・保健指導プログラム」及び「特定健康診査・特定

保健指導の円滑な実施に向けた手引き」に記載されている健診項目を基本とし、医師会と協議

します。

なお、健診項目の有用性・必要性に関する厚生労働省の検証結果等を踏まえ、計画期間中に

おいて健診項目に見直しの必要が生じた場合は、医師会と協議のうえ、見直しを検討します。

ア 基本的な項目

・問診（服薬歴・既往症・生活習慣に関する項目・自覚症状等）

・身体計測（身長・体重・ＢＭＩ・血圧・腹囲）

・理学的所見（身体診察）
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・脂質（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール・ＬＤＬコレステロール）

・肝機能検査（ＡＳＴ・ＡＬＴ・γ-ＧＴ）

・腎機能検査（血清クレアチニン、eGFR、尿酸）

・血糖検査（空腹時血糖・ヘモグロビンＡ１c）、

・尿検査（尿糖・尿蛋白・尿潜血）、

・血液一般（血色素測定・赤血球数・ヘマトクリット値）

イ 詳細な健診の項目

一定の基準の下、医師が必要と判断した場合に選択的に実施します。

・心電図検査

・眼底検査

・貧血検査

※今後も健診結果や保健指導の分析を行い、必要に応じて項目の見直しを行います。

２ 特定保健指導の実施

（１）対象者の選定と階層化

特定保健指導の対象者を明確にするため、国の基準に基づき階層化を行います。そのうえで、

受診者に応じて特定保健指導の内容を検討します。

特定保健指導の対象者（階層化）

※服薬中の人は、特定保健指導の対象となりません。

※喫煙歴は①血糖～③血圧に該当する場合にのみカウントしています。

※65～74歳の人は、積極的支援に該当していても動機づけ支援となります。

（２）実施機関

特定保健指導の実施については、保険者直接実施（保健師・管理栄養士）または協力医療機

関委託（医師・保健師・管理栄養士等）の形態で行います。

（３）実施時期

・特定保健指導利用券の発行 … 8月から随時

・特定保健指導の実施 … 特定健診実施後、年間を通じて実施

追加リスク

①血糖 ②脂質 ③血圧 ④喫煙歴 40～64歳 65～74歳

腹囲
男性 ≧85㎝

女性 ≧90㎝

２つ以上に該当 積極的支援
動機づけ支援

１つ該当 動機づけ支援

BMI
上記以外で

BMI≧25

３つ以上に該当 積極的支援
動機づけ支援

１つまたは２つ該当 動機づけ支援
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（４）実施内容

生活習慣病に移行しないことを目的に、対象者自身が健診結果を理解した上で自らの生活習

慣を振り返り、生活習慣を改善するための行動目標を設定します。

併せて、対象者が自ら実践できるよう支援することで、健康に関するセルフケア（自己管理）

が実現することを目的とします。

そのために、身につける必要がある生活習慣・課題・目標を対象者と特定保健指導実施者が

ともに考え、実行可能な行動目標を対象者が自らたてられるよう支援できるプログラムを導入

し、行動変容のきっかけづくりを実施します。

（５）案内方法

特定保健指導の対象者へは、郵送により特定保健指導の案内を行います。

また、申し込みのない人については、改めて電話により利用勧奨を行います。

（６）特定保健指導利用券

特定保健指導希望者には、決定次第速やかに利用券を発行します。

（７）実施回数及び評価時期

区分 実施回数等

動機づけ支援 原則１回の面接と３か月後の評価を実施

積極的支援 初回面接、３か月以上の継続支援と３か月の評価を実施
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第５章 特定健康診査・特定保健指導の記録の管理と保存等

１ 特定健康診査・保健指導の記録の管理・保存期間について

特定健診・特定保健指導の記録の保存期間は、当該記録作成の日の属する年度の翌年度から５

年を経過するまでの期間とします。

２ データの保管方法・体制

健診データの管理等については、京都府国民健康保険連合会の健診管理システムで行います。

３ 個人情報保護対策

特定健診・特定保健指導の記録の取り扱いにあたり、個人情報の保護の観点から適切な対応を

行います。

○特定健康診査等の実施にあたっては、個人情報の保護に関する法律（平成 15年の法律第 57号）
及びこれに基づくガイダンス「（国民健康保険組合における個人情報の適切な取り扱いのための

ガイダンス」等）、久御山町個人情報保護条例を遵守するものとします。

○ガイダンスにおける役員・職員の義務（データの正確性の確保、漏洩防止措置、職員・関係者

の監督、委託先の監督等）についての周知徹底を図ります。

○特定健康診査等を外部に委託する場合には、個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止等を契

約書に定めるとともに、委託先の契約の遵守状況を管理していきます。
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第６章 特定健康診査等実施計画の公表、評価及び見直し

１ 特定健康診査等実施計画の公表・周知

特定健康診査実施率向上に向けて、各機会を通して周知を図ります。

（１）健診期間中に、広報くみやま及びホームページに掲載。

（２）町関連施設等へのチラシ・ポスターの設置。

（３）健診対象者全員に受診勧奨通知を実施。

（４）国民健康保険関係事業での説明やパンフレット配布等を実施。

（５）健診期間後半に健診未受診者に対して再度、受診勧奨通知を実施。

２ 特定健康診査等実施計画の評価・見直し

この計画によって実施された特定健診等の事業については、受診率の向上並びにメタボリック

シンドローム該当者・予備群の減少を目標に掲げ、計画的に推進します。

また、毎年度、事業目標にかかる達成状況の確認を行い、実施体制、周知方法、保健指導方法

などを評価し、必要に応じて見直しを行うものとします。


